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【沖縄セルラー電話株式会社】 

UQmobile 通信サービス契約約款 

現行 改正 

目次 

 

 

 

 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

(略) (略) 

 

 

 

５Ｇ約款 当社又は特定事業者のａｕ（５Ｇ）通信サービス契約約款 

ＬＴＥ約款 当社又は特定事業者のａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約

款 

ＷＩＮ約款 当社又は特定事業者のａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約

款 

ａｕ約款 ５Ｇ約款、ＬＴＥ約款及びＷＩＮ約款 

ｐｏｖｏ約款 当社又は特定事業者のａｕ（ｐｏｖｏ）通信サービス契約

約款 

ＵＱｍ約款 特定事業者のＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービス契約約款 

ａｕ（５Ｇ）通信

サービス 

５Ｇ約款に定めるａｕ（５Ｇ）通信サービス 

ａｕ（ＬＴＥ）通

信サービス 

ＬＴＥ約款に定めるａｕ（ＬＴＥ）通信サービス 

ａｕ（ＷＩＮ）通

信サービス 

ＷＩＮ約款に定めるａｕ（ＷＩＮ）通信サービス 

ａｕ通信サービ

ス 

ａｕ（５Ｇ）通信サービス、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービス

及びａｕ（ＷＩＮ）通信サービス 

 

ａｕ（ｐｏｖｏ）

通信サービス 

ｐｏｖｏ約款に定めるａｕ（ｐｏｖｏ）通信サービス 

目次 

 

第 50条の４ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ－ビスの料金等に係る債権の譲渡等 

 

第 71 条 ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスの廃止 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

(略) (略) 

ＵＱｍⅠ約款 特定事業者のＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービス契約約款 

ＵＱｍⅡ約款 当社又は特定事業者のＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービス

Ⅱ契約約款 

５Ｇ約款 当社又は特定事業者のａｕ（５Ｇ）通信サービス契約約款 

ＬＴＥ約款 当社又は特定事業者のａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約

款 

ＷＩＮ約款 当社又は特定事業者のａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約

款 

ａｕ約款 ５Ｇ約款、ＬＴＥ約款及びＷＩＮ約款 

ｐｏｖｏ約款 当社又は特定事業者のａｕ（ｐｏｖｏ）通信サービス契約

約款 
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(略) (略) 

ＳＩＭカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで

あって、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービスの提供のために、

当社がＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者に貸与するもの又は特定

事業者がＵＱｍ約款に基づきローミング契約者に貸与す

るもの 

(略) (略) 

契約者回線 ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービスに係る契約に基づいて無

線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に

設定される電気通信回線 

(略) (略) 

契約者回線等 (１) 契約者回線、当社のａｕ約款若しくはｐｏｖｏ約款

に定める契約者回線及び契約者回線に電話網又はデー

タ通信網を介して接続される電気通信設備であって当

社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 

(２) 相互接続点 

 

(略) (略) 

 

 

 

 

ＭＮＰ 電話番号を変更することなく、携帯電話サービス又はＰＨ

Ｓサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更するこ

と 

番号移行 当社が別に定める態様により、電話番号を変更することな

く、ａｕ契約（当社のａｕ約款に定める５Ｇ契約、ＬＴＥ

契約及びａｕ契約をいいます。以下同じとします｡)、当社

のＷＩＮ約款に定めるプリペイド電話契約若しくはａｕ

（ｐｏｖｏ）契約（当社のｐｏｖｏ約款に定めるａｕ（ｐ

ｏｖｏ）契約をいいます。以下同じとします｡)を解除する

と同時に新たにＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約を締結すること又

はＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約を解除すると同時に新たにａｕ

契約若しくはａｕ（ｐｏｖｏ）契約を締結すること 

(略) (略) 

 

(略) (略) 

ＳＩＭカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで

あって、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービスの提供のために、

当社がＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者に貸与するもの又は特定

事業者がＵＱｍⅠ約款に基づきローミング契約者に貸与

するもの 

(略) (略) 

契約者回線 ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービスに係る契約に基づいて無

線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に

設定される電気通信回線 

(略) (略) 

契約者回線等 (１) 契約者回線、当社のＵＱｍⅡ約款、ａｕ約款若しく

はｐｏｖｏ約款に定める契約者回線及び契約者回線に

電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信

設備であって当社又は協定事業者が必要により設置す

る電気通信設備 

(２) 相互接続点 

(略) (略) 

ＵＱｍⅡ契約 当社のＵＱｍⅡ約款に定めるＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約 

ａｕ契約 当社の５Ｇ約款に定める５Ｇ契約、ＬＴＥ約款に定めるＬ

ＴＥ契約及びＷＩＮ約款に定めるａｕ契約 

ｐｏｖｏ契約 当社のｐｏｖｏ約款に定めるａｕ（ｐｏｖｏ）契約 

契約移行 当社が別に定める態様により、ＵＱｍｏｂｉｌｅ契約（デ

ュアルサービスに係るものに限ります｡)を解除すると同

時に新たにＵＱｍⅡ契約を締結すること。 

番号移行 当社が別に定める態様により、電話番号を変更することな

く、ａｕ契約、当社のＷＩＮ約款に定めるプリペイド電話

契約若しくはｐｏｖｏ契約を解除すると同時に新たにＵ

Ｑ ｍｏｂｉｌｅ契約を締結すること又はＵＱ ｍｏｂｉ

ｌｅ契約を解除すると同時に新たにａｕ契約若しくはｐ

ｏｖｏ契約を締結すること 

ＭＮＰ 電話番号を変更することなく、携帯電話サービス又はＰＨ

Ｓサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更するこ

と 

(略) (略) 
 



3 

 

 

 



4 

 

（契約申込みの方法） 

第７条 ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込みをするときは、当社所定の方法により

申込みを行うものとします。 

 

 

（当社が行うＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の解除） 

第 16 条 当社は、第 27条（利用停止）の規定によりＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービ

スの利用を停止されたＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が、なおその事実を解消しな

い場合は、そのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約を解除することがあります。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービスの利用停止をしないでそのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契

約を解除することがあります。 

（１）ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が第 27 条（利用停止）各号の規定のいずれか

に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼ

すと認められるとき。 

（２）ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違

反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。 

 

（初期契約解除の取扱い） 

第 16 条の２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、新たなＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約（以

下「新規契約」といいます｡）又は既に締結されているＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約

の一部の変更を内容とする契約（以下「変更契約」といい、新規契約と併せて

「対象契約」といいます｡）を締結したときは、事業法施行規則第２２条の２

の７第１項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面（事業法第

２６条の２第１項の規定に基づき当社がＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者に交付す

る書面（同条第２項の規定により提供するものを含みます｡）をいいます。以

下同じとします｡）を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日（変更契

約にあっては、その効力を発した日とします｡）のいずれか遅い日から起算し

て８日を経過するまでの間に、当社に対して書面（はがき又は封書その他の

紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに

限ります｡）を発した場合に限り、事業法第 26 条の３の規定に基づき対象契

約の解除（以下「初期契約解除」といいます｡）を行うことができます。この

場合、その書面の発送等に要する費用は、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者に負担し

ていただきます。 

２ 初期契約解除は、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が前項の書面を発した時（初期

契約解除に際してＭＮＰ又は番号移行を利用する場合は、その電話番号の移

（契約申込みの方法） 

第７条 ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込みをするときは、当社所定の方法により

申込みを行うものとします。 

２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約を新たに申し込むことはできません。 

 

（当社が行うＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の解除） 

第 16 条 当社は、第 27条（利用停止）の規定によりＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービ

スの利用を停止されたＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が、なおその事実を解消しな

い場合は、そのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約を解除することがあります。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が第 27 条（利

用停止）各号の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の

業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ＵＱ ｍｏｂｉｌ

ｅサービスの利用停止をしないでそのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約を解除するこ

とがあります。 

３～４ (略) 

 

 

 

（初期契約解除の取扱い） 

第 16 条の２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、新たなＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約（以

下「新規契約」といいます｡）又は既に締結されているＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約

の一部の変更を内容とする契約（以下「変更契約」といい、新規契約と併せて

「対象契約」といいます｡）を締結したときは、事業法施行規則第２２条の２

の７第１項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面（事業法第

２６条の２第１項の規定に基づき当社がＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者に交付す

る書面（同条第２項の規定により提供するものを含みます｡）をいいます。以

下同じとします｡）を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日（変更契

約にあっては、その効力を発した日とします｡）のいずれか遅い日から起算し

て８日を経過するまでの間に、当社に対して書面（はがき又は封書その他の

紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに

限ります｡）を発すること又は当社が別に定める方法により通知することによ

り、事業法第 26条の３の規定に基づき対象契約の解除（以下「初期契約解除」

といいます｡）を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する

費用は、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者に負担していただきます。 

２ 初期契約解除は、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が前項の書面を発した時（初期

契約解除に際してＭＮＰ又は番号移行を利用する場合は、その電話番号の移
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転先となる電気通信サービスにおいて当該電話番号の利用が開始された時と

します｡）に効力を生ずるものとします。 

３ (略) 

 

転先となる電気通信サービスにおいて当該電話番号の利用が開始された時と

します｡）又は通知をした時に効力を生ずるものとします。 

３ (略) 
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（ローミング契約） 

第 17 条の２ ＵＱｍ約款に規定するＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービス（当社が別に

定めるものを含みます｡）の提供を受けるための契約を締結している者は、当

社とローミング契約を締結していることとなります。 

 

（特定事業者の契約約款による制約等） 

第 17 条の３ ローミング契約者は、ＵＱｍ約款に基づきＵＱ ｍｏｂｉｌｅサ

ービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることは

できません。 

 

（利用停止） 

第 27 条  当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６カ月以内で当社

が定める期間（第１号又は第２号の規定に該当するときは、その料金その他

の債務が支払われるまでの間、第３号、第４号又は第５号の規定に該当する

ときは、当社が指定する書類等を、当社所定の方法でサービス取扱所に提出

していただくまでの間）、そのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービスの利用を停止

することがあります。 

（１）～（５）(略) 

（６）契約者がそのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービス又は当社と契約を締結して

いる他のＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービス若しくはａｕ通信サービスの利

用において第 60条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が

認めたとき。 

（７）～（12）(略) 

２ (略) 

 

 

 

（ローミング契約） 

第 17 条の２ ＵＱｍⅠ約款に規定するＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービス（当社が別

に定めるものを含みます｡）の提供を受けるための契約を締結している者は、

当社とローミング契約を締結していることとなります。 

 

（特定事業者の契約約款による制約等） 

第 17 条の３ ローミング契約者は、ＵＱｍⅠ約款に基づきＵＱ ｍｏｂｉｌｅ

サービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けること

はできません。 

 

（利用停止） 

第 27 条  当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６カ月以内で当社

が定める期間（第１号又は第２号の規定に該当するときは、その料金その他

の債務が支払われるまでの間、第３号、第４号又は第５号の規定に該当する

ときは、当社が指定する書類等を、当社所定の方法でサービス取扱所に提出

していただくまでの間）、そのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービスの利用を停止

することがあります。 

（１）～（５）(略) 

（６）契約者がそのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービス又は当社と契約を締結して

いる他の携帯電話サービスの利用において第 60条（利用に係る契約者の義

務）の規定に違反したと当社が認めたとき。 

（７）～（12）(略) 

（13）ＵＱｍｏｂｉｌｅ契約者（ＵＱｍｏｂｉｌｅ契約者により通話可能端末

設備等を貸与された者を含みます｡)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の

規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。 

（14）当社の＋メッセージ利用規約に定めるところにより、＋メッセージ（別表

１（付加機能）に定めるものをいいます。以下同じとします｡)の利用の停止

があったとき。 

２ (略) 
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（特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等） 

第 50 条の２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、ＵＱｍ約款に規定するローミング

の利用により生じた債権を当社が特定事業者から譲り受け、その債権額をＵ

Ｑ ｍｏｂｉｌｅサービスの料金に合算して請求することを承諾していただ

きます。 

２～４ (略) 

 

（ローミングに係る債権の譲渡等） 

第 50 条の３ (略) 

２ (略) 

３ 第１項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、第 48条（割増金）、

第 49 条（延滞利息）、第 49 条の２（収納手数料の負担等）及び料金表通則の

規定にかかわらず、ＵＱｍ約款に定めるところによります。 

 

 

（特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等） 

第 50 条の２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、ＵＱｍⅠ約款に規定するローミン

グの利用により生じた債権を当社が特定事業者から譲り受け、その債権額を

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービスの料金に合算して請求することを承諾していた

だきます。 

２～４ (略) 

 

（ローミングに係る債権の譲渡等） 

第 50 条の３ (略) 

２ (略) 

３ 第１項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、第 48条（割増金）、

第 49 条（延滞利息）、第 49 条の２（収納手数料の負担等）及び料金表通則の

規定にかかわらず、ＵＱｍⅠ約款に定めるところによります。 

 

（ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ－ビスの料金等に係る債権の譲渡等） 

第 50 条の４ 契約者は、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ－ビスの料金その他の債権

を、当社が特定事業者に譲渡することを承認していただきます。 

２ 前項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は

譲渡承認の請求を省略するものとします。 

３ 契約者は、当社が特定事業者に譲渡した債権に係る債務が、特定事業者が

定める期日までに支払われないときは、当社が特定事業者から、その契約者

回線に係る氏名、住所、電話番号及びその債務の支払状況等の通知を受ける

ことを承認していただきます。 

４ 第１項の規定により譲渡する債権については、第 48 条（割増金）、第 49 条

（延滞利息）、第 49 条の２（収納手数料の負担等）及び料金表通則の規定に

かかわらず、特定事業者のＵＱｍⅠ約款等に定めるところによります。 
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（利用に係る契約者の義務） 

第 60 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）～（７）(略) 

（８）青少年（年齢が満 18歳未満の者をいいます。以下同じとします｡）にＵＱ 

ｍｏｂｉｌｅ通信サービスを利用させないこと。ただし、契約者がその保

護者（親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者をいいます。以

下同じとします｡）であるときは、この限りでありません。 

（９）契約者が青少年であるとき及び前号ただし書きの規定に基づき青少年に

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービスを利用させるときは、特段の事情がない限

り、当社の提供するフィルタリングサービス（インターネットを利用して

公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別することによ

り、インターネットを介した有害情報等の閲覧を制限するためのサービス

をいいます。以下同じとします｡）を使用すること。 

２～３ (略) 

４ 契約者は、第１項第８号ただし書きの規定に基づき青少年にＵＱ ｍｏｂｉ

ｌｅ通信サービスを利用させる場合であって、特段の事情によりフィルタリ

ングサービスを使用しないときは、当社所定の方法によりその旨を当社に申

し出ていただきます。 

 

（利用者登録） 

第 61 条 (略) 

２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、前条第１項第８号ただし書きの規定に基づき

青少年にＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービスを利用させるときは、その利用に先立っ

て利用者登録を行っていただきます。 

３～４ (略) 

 

（特定事業者が提供するローミングの利用等） 

第 61 条の２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、ＵＱｍ約款の規定に基づき、特定

事業者が提供するローミングに係る契約を特定事業者と締結していることと

なります。 

２ (略) 

（利用に係る契約者の義務） 

第 60 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）～（７）(略) 

（８）削除 

 

 

 

（９）契約者が青少年（年齢が満 18歳未満の者をいいます。以下同じとします｡）

であるとき及び青少年にＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービスを利用させると

きは、特段の事情がない限り、当社の提供するフィルタリングサービス（イ

ンターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基

づき選別することにより、インターネットを介した有害情報等の閲覧を制

限するためのサービスをいいます。以下同じとします｡）を使用すること。 

２～３ (略) 

 

 

 

 

 

（利用者登録） 

第 61 条 (略) 

２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、青少年にＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービスを利用

させるときは、その利用に先立って利用者登録を行っていただきます。 

３～４ (略) 

 

 

（特定事業者が提供するローミングの利用等） 

第 61 条の２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、ＵＱｍⅠ約款の規定に基づき、特

定事業者が提供するローミングに係る契約を特定事業者と締結していること

となります。 

２ (略) 
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（他の電気通信事業者への通知） 

第 62 条 ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、第 15 条（ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が

行う契約の解除）又は第 16 条（当社が行うＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の解除）

の規定に基づきＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約を解除した後、現に料金その他の債務

の支払いがない場合は、他の電気通信事業者（事業法施行規則に定める携帯

電話、ＰＨＳ又はＢＷＡアクセスサービスを提供する電気通信事業者のうち、

当社が別に定める者に限ります｡）からの請求に基づき、氏名、住所、電話番

号、生年月日及び支払状況等の情報（ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者を特定するた

めに必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるも

のに限ります｡）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

２ 当社は、中継事業者から請求があったときは、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者（そ

の中継事業者の契約約款等により電気通信サービス（その契約者回線から本

邦外に設置された電気通信設備への通信を提供するものであって、別記 29に

規定する事業者に係るものに限ります｡）の提供を受けている者又はその申込

みをした者に限ります｡）の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあり

ます。 

 

（他の電気通信事業者への通知） 

第 62 条 当社は、中継事業者から請求があったときは、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契

約者（その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス（その契約者回

線から本邦外に設置された電気通信設備への通信を提供するものであって、

別記 29 に規定する事業者識別番号（電気通信番号規則別表第 10 号に規定す

る電気通信番号をいいます。以下同じとします｡)に係るものに限ります｡）の

提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります｡）の氏名、住所及び

電話番号等を通知することがあります。 

２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、第 15 条（ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が行う契

約の解除）又は第 16 条（当社が行うＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の解除）の規定

に基づきＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払

いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポ

リシー（以下「プライバシーポリシー」といいます｡)に定める電気通信事業者

からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知す

ることにあらかじめ同意するものとします。 

３ 契約者は、第 27条（利用停止）第１項第５号の規定に基づきＵＱｍｏｂｉ

ｌｅ通信サービスの利用を停止されたことがある場合は、当社のプライバシ

ーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポ

リシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとしま

す。 

 

 

（ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスの廃止） 

第 71 条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上

及び業務の遂行上やむを得ない場合は、ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスの一

部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は所定のＷ

ＥＢサイトに掲示する等の方法により、その旨を契約者に周知します。 

２ 当社は、前項の規定によりＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスの全部を廃止す

るときは、事業法施行規則第 22 条の２の 10 の規定に基づき、廃止の期日等

をＵＱｍｏｂｉｌｅ契約者に通知します。 

３ 当社は、第１項の規定によりＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスの一部又は全

部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負い

ません。 
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料金表 

第１表 料金  

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 38 条（基本使用料及び付加機能利用

料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。  

基本使用料の適用 

(略) (略) 

(２) 基本使用

料の料金種

別の選択 

ア (略) 

イ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約

の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択してい

ただきます。ただし、次表に定めるもの以外の料金種別

を選択することはできません。 

くりこしプランＳ（Ｖ）、くりこしプランＭ（Ｖ）、くり

こしプランＬ（Ｖ） 

ウ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、基本使用料の料金種別

を変更するときは、そのことをサービス取扱所に申し込

んでいただきます。 

ただし、デュアルサービスにおける料金種別の変更の

可否については、別記 32に定めるところによります。 

エ～ク (略) 

(略) (略) 

(３) 総量速度

規制及び基

本速度規制

の適用 

ア～イ (略) 

ウ 当社は、ローミング契約者がＵＱｍ約款に定める総量

速度規制又は基本速度規制の適用を受けている場合は、

ＵＱｍ約款の定めに準じてそのローミングに係る通信

の伝送速度を制限します。 

(４) 追加購入

データ容量

の取扱い 

ア～ウ (略) 

エ 当社は、追加購入データ容量が残存している場合にお

いて、別記 28 に定めるターボＯＮ設定による通信（Ｕ

Ｑｍ約款に定めるローミングに係るものを含みます。以

下このエにおいて同じとします。）が行われたときは、

下表に定める追加利用データ量を追加購入データ容量

から減算するものとします。 

  (表略) 

料金表 

第１表 料金  

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 38 条（基本使用料及び付加機能利用

料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。  

基本使用料の適用 

(略) (略) 

(２) 基本使用

料の料金種

別の選択 

ア (略) 

イ 削除 

 

 

 

 

 

ウ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、基本使用料の料金種別

を変更するときは、そのことをサービス取扱所に申し込

んでいただきます。 

ただし、デュアルサービスにおける料金種別の変更の

可否については、別記 32に定めるところによります。 

エ～ク (略) 

(略) (略) 

(３) 総量速度

規制及び基

本速度規制

の適用 

ア～イ (略) 

ウ 当社は、ローミング契約者がＵＱｍⅠ約款に定める総

量速度規制又は基本速度規制の適用を受けている場合

は、ＵＱｍ約款の定めに準じてそのローミングに係る通

信の伝送速度を制限します。 

(４) 追加購入

データ容量

の取扱い 

ア～ウ (略) 

エ 当社は、追加購入データ容量が残存している場合にお

いて、別記 28 に定めるターボＯＮ設定による通信（Ｕ

ＱｍⅠ約款に定めるローミングに係るものを含みます。

以下このエにおいて同じとします。）が行われたときは、

下表に定める追加利用データ量を追加購入データ容量

から減算するものとします。 

  (表略) 
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オ～キ (略) 

(略) (略) 

(８) ＵＱ家族

割の適用 

ア ＵＱ家族割（以下この欄において「本割引」といいま

す｡）とは、ＵＱ家族割グループ（本割引を選択する契

約者回線及びＵＱｍ約款に定めるＵＱ家族割を選択す

る回線（以下この欄においてこれらを併せて「割引選択

回線」といいます｡）により構成される回線群をいいま

す。以下同じとします｡）を構成する契約者回線（くり

こしプランの適用を受けているもの及びウの規定によ

り親回線に指定されたものを除きます。）について、下

表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うこ

とをいいます。 

  (表略) 

イ～コ (略) 

(略) (略) 

(14) でんきセ

ット割の適

用 

ア でんきセット割（以下この欄において「本割引」とい

います｡)とは、でんきセット割グループ（割引選択回線

（イに定めるものをいいます。以下この欄において同じ

とします｡)及び１の判定用でんき契約（ウに定めるもの

をいいます。以下この欄において同じとします｡)により

構成される回線群をいいます。以下この欄において同じ

とします｡)を構成する契約者回線に係る基本使用料に

ついて、次表に定める額（通則の規定により基本使用料

を日割りした場合は、その日数に応じて日割した額とし

ます｡)の割引を行うことをいいます。 

   (表略) 

イ 割引選択回線とは、本割引を選択する契約者回線及び

ＵＱｍ約款に定めるでんきセット割を選択する電気通

信回線をいいます。 

ウ～エ (略) 

オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) (略) 

(イ) 指定した判定用でんき契約が所属するでんきセ

ット割グループを構成する割引選択回線の数が 11 以

上となるとき。 

オ～キ (略) 

(略) (略) 

(８) ＵＱ家族

割の適用 

ア ＵＱ家族割（以下この欄において「本割引」といいま

す｡）とは、ＵＱ家族割グループ（本割引を選択する契

約者回線及びＵＱｍⅠ約款に定めるＵＱ家族割を選択

する回線（以下この欄においてこれらを併せて「割引選

択回線」といいます｡）により構成される回線群をいい

ます。以下同じとします｡）を構成する契約者回線（く

りこしプランの適用を受けているもの及びウの規定に

より親回線に指定されたものを除きます。）について、

下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行う

ことをいいます。 

  (表略) 

イ～コ (略) 

(略) (略) 

(14) 自宅セッ

ト割（でん

きコース）

の適用 

ア 自宅セット割（でんきコース）（以下この欄において

「本割引」といいます｡)とは、自宅セット割グループ（割

引選択回線（イに定めるものをいいます。以下この欄に

おいて同じとします｡)及び１の判定用でんき契約（ウに

定めるものをいいます。以下この欄において同じとしま

す｡)により構成される回線群をいいます。以下この欄に

おいて同じとします｡)を構成する契約者回線に係る基

本使用料について、次表に定める額（通則の規定により

基本使用料を日割りした場合は、その日数に応じて日割

した額とします｡)の割引を行うことをいいます。 

 (表略) 

イ 割引選択回線とは、本割引を選択する契約者回線及び

ＵＱｍⅠ約款に定める自宅セット割（でんきコース）を

選択する電気通信回線をいいます。 

ウ～エ (略) 

オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) (略) 

(イ) 指定した判定用でんき契約が所属する自宅セッ

ト割グループを構成する割引選択回線の数が 11以上

となるとき。 
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(ウ) 指定した判定用でんき契約が所属するでんきセ

ット割グループを構成する割引選択回線の数が２以

上となる場合であって、その全ての割引選択回線につ

いて、同一のＵＱ家族割グループに所属していること

を当社が確認できないとき。 

(エ) (略) 

(オ) その契約者回線について、他のでんきセット割グ

ループに所属しているとき。 

(カ)～(ク) (略) 

カ～ス (略) 
 

(ウ) 指定した判定用でんき契約が所属する自宅セッ

ト割グループを構成する割引選択回線の数が２以上

となる場合であって、その全ての割引選択回線につい

て、同一のＵＱ家族割グループに所属していることを

当社が確認できないとき。 

(エ) (略) 

(オ) その契約者回線について、他の自宅セット割グル

ープに所属しているとき。 

(カ)～(ク) (略) 

カ～ス (略) 
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第２ 付加機能使用料 

１ 適用 

付加機能使用料の適用については、第 38条（基本使用料及び付加機能

利用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。  

付加機能使用料の適用 

(略) (略) 

(２) 海外ロー

ミング機能

に係る付加

機能利用料

の適用 

当社は、海外ローミング機能について、２（料金額）に規

定する国又は地域（その移動無線装置が接続されている外

国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムに

よりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場

所をいい、以下「海外利用地域」といいます｡）及び別表

１（付加機能）９欄に規定する利用形態に応じて、付加機

能利用料を適用します。 
 

第２ 付加機能使用料 

１ 適用 

付加機能使用料の適用については、第 38条（基本使用料及び付加機能

利用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。  

付加機能使用料の適用 

(略) (略) 

(２) 海外ロー

ミング機能

に係る付加

機能利用料

の適用 

ア 当社は、海外ローミング機能について、２（料金額）

に規定する国又は地域（その移動無線装置が接続されて

いる外国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話シ

ステムによりその外国事業者の電気通信サービスが提

供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます｡）

及び別表１（付加機能）９欄に規定する利用形態に応じ

て、付加機能利用料を適用します。 

イ 着信通話利用に係る料金額として、２（料金額）に規

定する料金額は、海外ローミング機能の利用に係る付加

機能使用料のほか、特定事業者の電話サービス等契約約

款に定める国際ローミング着信自動通話に係る通話料

を含みます。 
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第３ 通話料 

１ 適用 

通話料の適用については、第 39 条（通話料の支払義務）及び第 66 条

（電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等）の規定によるほか、次

のとおりとします。  

通話料の適用 

(略) (略) 

(12) ローミン

グの取扱い 

ア ローミングの契約者回線から行った通話に係る料金

については、 ＵＱｍ約款等において特定事業者がその

契約者回線の契約 者に適用する料金額と同額としま

す。 

イ (略) 

(略) (略) 
 

第３ 通話料 

１ 適用 

通話料の適用については、第 39 条（通話料の支払義務）及び第 67 条

（電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等）の規定によるほか、次

のとおりとします。  

通話料の適用 

(略) (略) 

(12) ローミン

グの取扱い 

ア ローミングの契約者回線から行った通話に係る料金

については、 ＵＱｍⅠ約款等において特定事業者がそ

の契約者回線の契約 者に適用する料金額と同額とし

ます。 

イ (略) 

(略) (略) 
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第３表 付随サービスに関する料金等 

  

第１  支払証明書等発行手数料 

 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込学） 

支払証明書等発行手数

料 

支払証明書等の発行１

回ごとに 

500円(550円) 

 

第３表 付随サービスに関する料金等 

  

第１  支払証明書等発行手数料 

 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

支払証明書等発行手数

料 

支払証明書等の発行１

回ごとに 

400円(440円) 
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別表１ 付加機能 

種類 提供条件 

(略) (略) 
 

別表１ 付加機能 

種類 提供条件 

(略) (略) 

（11）インターネ

ット接続機能 

移動無線装置等の操作等により、専らインターネットとの

間でデータ通信及び＋メッセージ（当社の携帯電話サービ

スの電話番号又は当社所定の携帯電話事業者が提供する

携帯電話サービスの電気通信番号を使用して、当社が別に

定める電気通信設備により文字及び画像等の受信又は送

信を行うことができるサービスをいいます。以下同じとし

ます｡)の利用等を行うことができる機能をいいます。 

ｒ 備 

考 

１ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅサービスの契約者回線（当社

が別に定める移動無線装置を利用しているものに

限ります｡)に限り提供します。 

２ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、契約者が青少年で

あるとき又は青少年にＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サー

ビスを利用させるときは、当社が提供するフィル

タリングサービスの適用に係る請求を行っていた

だきます。 

３ ２の請求を行わない場合又はフィルタリングサ

ービスの適用廃止に係る請求を行う場合であっ

て、そのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者が青少年である

ときは、そのＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者の親権者又

は後見人の同意を得ていただきます。 

４ その契約者回線について、当社の＋メッセージ

利用規約に定める＋メッセージに係る利用契約

（以下「＋メッセージ契約」といいます｡)を締結し

ている者に限り、同利用規約に基づき＋メッセー

ジを利用することができます。 

５ 電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定

める時間経過後、消去します。 

６ ６の規定により消去された情報は、復元できま

せん。 

７ この機能を利用している契約者回線について、

この機能の廃止を申し出ることはできません。 

８ この機能を利用している契約者回線に係る電話

番号の変更があったときは、新たにこの機能の提
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供を開始した場合に準じて取り扱います。 

ただし、当社が別に定める場合については、この

限りでありません。 

９ 当社は、この機能の利用に関して、インターネッ

トに係る電気通信設備（当社が設置するものを除

きます｡)の通信の品質を保証しません。 

10 この機能の利用開始の方法、蓄積又は保存でき

る情報量、１の＋メッセージで受信又は送信を行

うことができる情報量、情報の表示方法その他の

この機能に関する提供条件については、＋メッセ

ージ利用規約その他当社が別に定めるところによ

ります。 
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別記 

32 デュアルサービスにおける料金種別の変更条件 

(１)～(２) (略) 

 

(３) スマホプランへ変更する場合 

区分 変更後 

スマホプ

ランＳ 

スマホプ

ランＭ 

スマホプ

ランＬ 

スマホプ

ランＲ 

変

更

前 

データ高速＋音声通話

プラン 

× × × × 

(略) (略) (略) (略) (略) 

くりこしプランＬ × × × × 

備考 

ア 各記号の意味は、それぞれ次のとおりとします。 

記号 料金種別の変更の可否 契約期間の特例 契約解除料の特例 

× 不可 ― ― 

□ 可 ― ― 

○ 可 ― 
契約解除料の支払

いを要さない 

イ  第２種ＳＩＭカードに係る基本使用料の料金種別の変更については、第

１種ＳＩＭカードの場合に準じて取り扱います。ただし、第２種ＳＩＭカ

ードから第１種ＳＩＭカードへの変更を伴う基本使用料の料金種別の変更

の申込みを行うことはできません。 

 

(４) くりこしプランへ変更する場合 

   (表略) 

別記 

32 デュアルサービスにおける料金種別の変更条件 

(１)～(２) (略) 

 

(３) スマホプランへ変更する場合 

区分 変更後 

スマホプ

ランＳ 

スマホプ

ランＭ 

スマホプ

ランＬ 

スマホプ

ランＲ 

変

更

前 

データ高速＋音声通話

プラン 

× × × × 

(略) (略) (略) (略) (略) 

くりこしプランＬ × × × × 

備考 

ア 各記号の意味は、それぞれ次のとおりとします。 

記号 料金種別の変更の可否 契約期間の特例 契約解除料の特例 

× 不可 ― ― 

 

 

 

イ  第２種ＳＩＭカードに係る基本使用料の料金種別の変更については、第

１種ＳＩＭカードの場合に準じて取り扱います。ただし、第２種ＳＩＭカ

ードから第１種ＳＩＭカードへの変更を伴う基本使用料の料金種別の変更

の申込みを行うことはできません。 

 

(４) くりこしプランへ変更する場合 

    (表略) 
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附 則（20-OCT 営-008号） 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年２月１日から実施します。 

（ａｕ契約の契約解除料等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の日以降、番号移行によるＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込

み（当社所定のもの及び当社が別に定めるコードを利用したものを除きま

す｡)があった場合、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、その番号移行に係るａｕ契

約の契約解除料及び番号移行手数料（それぞれ当社のａｕ約款に定めるもの

をいいます。以下この附則において同じとします｡)の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施の日から当社が別に定める日（番号移行手数料について

は令和３年３月 31 日とします｡)までの間、前項の取扱いは、次表の右欄に定

める方法により行います。 

料金 方法 

契約解除料 ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込みを当社が承諾した日を

含む料金月の翌料金月以降のＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サ

－ビスの料金から、左欄に定める料金と同額を減算 

番号移行手数料 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施の日以降、番号移行によるＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込

み（当社が別に定めるコードを利用したものを除きます｡)があった場合、そ

の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月以降のＵＱ ｍｏｂｉ

ｌｅ通信サ－ビスの料金から税抜額 3,000 円を割引きます。 

５ (略)  

 

附 則（20-OCT 営-008号） 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年２月１日から実施します。 

（ａｕ契約の契約解除料等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の日以降、番号移行によるＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込

み（当社所定のもの及び当社が別に定めるコードを利用したものを除きま

す｡)があった場合、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、その番号移行に係るａｕ契

約の契約解除料（当社のａｕ約款に定めるものをいいます。以下この附則に

おいて同じとします｡)の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間、前項の取扱いは、

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金

月以降のＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サ－ビスの料金から、契約解除料と同額を減

算する方法により行います。 

 

 

 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施の日以降、番号移行によるＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込

み（当社が別に定めるコードを利用したものを除きます｡)があった場合、そ

の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月以降のＵＱ ｍｏｂｉ

ｌｅ通信サ－ビスの料金から税抜額 3,000 円を割引きます。 

５ (略) 
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 附 則（21-OCT 営-004号）） 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年９月２日から実施します。 

（基本使用料の支払いに関する経過措置） 

２ 自宅セット割（でんきコース）の適用を受けている契約者回線について、契

約移行があった場合（その契約移行に際し、当社のＵＱｍⅡ約款に定める自

宅セット割（でんきコース）の適用の申出があったものとして取り扱う場合

に限ります｡)、料金表第１表第１（基本使用料）１（適用）(14)の規定による

ほか、次表に定める料金額を、契約移行のあった日を含む料金月の翌料金月

以降の当社のＵＱｍⅡ約款に定めるＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの料金

から割引く取扱いを行います。 

料金額 契約移行のあった日に適用を受けていたＵＱｍｏｂｉｌｅ契約の

基本使用料の料金種別に応じた、同(14)に定める自宅セット割（で

んきコース）の割引額（下欄の日数に応じて日割りした額としま

す｡) 

日数 契約移行のあった日からその料金月の末日（その料金月にＵＱｍ

Ⅱ契約の解除があった場合は、その契約解除日の前日とします｡)

までの日数 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サ

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

４ 令和３年２月１日から附則第２項及び第３項について、それぞれ次のとお

り改めます。 

２ この改正規定実施の日以降、番号移行によるＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申

込み（当社所定のもの及び当社が別に定めるコードを利用したものを除き

ます｡)があった場合、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約者は、その番号移行に係るａ

ｕ契約の契約解除料（当社のａｕ約款に定めるものをいいます。以下この

附則において同じとします｡)の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間、前項の取扱い

は、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌

料金月以降のＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サ－ビスの料金から、契約解除料と同

額を減算する方法により行います。 

 

 


